
 

平成２６年度第１１回役員会 議事要旨 

 

 日 時  平成２７年３月２３日（月） １３時１０分～１３時４５分 

 場 所    学長室 

 出席者    和田学長，大矢理事，鈴木理事，海老名理事 

欠席者    なし 

陪席者    近藤副学長，関事務局長，石橋監事，末永監事 

 

議事に先立ち，学長から，議案８「小樽商科大学グローカル戦略推進センター設置（案）に

ついて」，議案９「小樽商科大学学則の一部改正（案）について」及び議案１０「国立大学法

人小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程（案）について」を追加する旨発言があった。 

また，報告事項４「平成２７年度入学者選抜状況について」は，入学者数が確定後に合格者

と合わせて報告させていただきたく，今回は取り下げることとする旨発言があった。 

 

続いて，事前に配付している前回（３月１６日）の臨時役員会の議事要旨の確認が行われた。 

 

 

議      案 

 

１．国立大学法人小樽商科大学平成２７年度 年度計画（案）について 

 

和田学長から，審議資料１に基づき，国立大学法人小樽商科大学平成２７年度 年度計画（案）

について諮られ，審議の結果，以下の修正を加えた修正案について議決された。 

 

【修正点】 

No.56 の年度計画において，「Co2」の表記を，二酸化炭素の正式な表記である「CO2」とす

る。 

 

 議決後，和田学長から，本件については，平成２７年度 年度計画として確定する旨発言が

あった。 

 

 

 

２．平成２７年度予算について 

 

和田学長から，審議資料２に基づき，平成２７年度予算について諮られ，審議の結果，原

案どおり議決された。 

議決後，和田学長から，本件については，平成２７年度予算として確定することとする

旨発言があった。 
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３．教員就業規則の一部改正（案）について 
 

和田学長から，審議資料３に基づき，教員就業規則の一部改正（案）について諮られ，審

議の結果，原案どおり議決された。 

議決後，和田学長から，本件については，平成２７年４月１日付けで施行することとする旨

発言があった。 

 
 
 
 

４．職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（案）について 
 

和田学長から，審議資料４に基づき，職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（案）

について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。 

 議決後，和田学長から，本件については，平成２７年４月１日付けで施行することとする旨

発言があった。 
 
 
 
 
５．非常勤職員就業規則の一部改正（案）について 
 

和田学長から，審議資料５に基づき，非常勤職員就業規則の一部改正（案）について諮ら

れ，審議の結果，原案どおり議決された。 

 議決後，和田学長から，本件については，平成２７年４月１日付けで施行することとする旨

発言があった。 
 
 
 
 
６．組織・運営規程の改正に伴う学内諸規程・規則の一部改正（案）について 
 

和田学長から，審議資料６に基づき，組織・運営規程の改正に伴う学内諸規程・規則の一部

改正（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。 

 議決後，和田学長から，本件については，平成２７年４月１日付けで施行することとする旨

発言があった。 
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７．国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正（案）について 
 

和田学長から，審議資料７に基づき，国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改

正（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。 

議決後，和田学長から，本件については，平成２７年４月１日より施行することとする旨発

言があった。 

 
 
 
 
【追加】８．小樽商科大学グローカル戦略推進センター設置（案）について 
 

和田学長から，審議資料８に基づき，小樽商科大学グローカル戦略推進センター設置（案）

について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。 

 議決後，和田学長から，本件については，本年４月１日付けで設置することとする旨発言

があった。 
 
 

 

 

【追加】９．小樽商科大学学則の一部改正（案）について 

 

和田学長から，審議資料９に基づき，小樽商科大学学則の一部改正（案）について諮られ，

審議の結果，原案どおり議決された。 

 議決後，和田学長から，本件については，本日（３月２３日）付けで制定し，本年４月１

日付けで施行することとする旨発言があった。 
 

 

 

 

【追加】１０．小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程（案）及び新センター移行に伴

う経過措置に関する規程（案）について 

 

和田学長から，審議資料１０に基づき，小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程（案）

及び新センター移行に伴う経過措置に関する規程（案）について諮られ，審議の結果，原案ど

おり議決された。 

 議決後，和田学長から，本件については，本日（３月２３日）付けで制定し，本年４月１

日付けで施行することとする旨発言があった。 
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報 告 事 項 

 

１．職員給与規程及び職員退職手当等の一部改正について 

 

 和田学長から，報告資料１に基づき，職員給与規程及び職員退職手当等の一部改正について

報告があった。 
 
 
 
 
２．マラヤ大学との相互理解覚書の締結について 

 

 和田学長から，報告資料２に基づき，マラヤ大学との相互理解覚書の締結について報告があ

った。 
 

 

 

 

３．年俸制への移行状況について 
 

 和田学長から，年俸制への移行状況について報告があった。 
 

 【報告内容】 

本件については，１月に学内説明会を実施し，２月末まで移行希望者の募集を行ったとこ

ろ，平成２７年４月１日現在で７名の教員が年俸制に移行することとなった。 

 文部科学省からは本学に対しては，１２名（平成２８年４月まで）の目標数値が示されており， 

４月以降，再募集を行いたいと考えている。 

 

 

 

 

５．感謝状の贈呈について 

 

 和田学長から，感謝状の贈呈について報告があった。 
 
 【報告内容】 

本件については，平成２２年５月から今年度末までの約５年間、本学産業医及び学校医とし

て貢献いただいた，そとぞの内科医院医師である外園光一氏に感謝状を贈呈することを決定し

た。 
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６．平成２７年度役員会の開催日程について 

 

 和田学長から，報告資料６に基づき，平成２７年度役員会の開催日程について報告があった。 
 

 

 

 

最後に，和田学長から，次回の役員会については，４月２７日（月）１３時１０分から開催

する予定である旨，発言があった。 

 

引き続き，役員懇談会が行われた。 

 

 

 

以 上 
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